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か
ら
の
お
知
ら
せ�
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住
宅
の
壁
や
天
上
に
設
置
す
る
こ
と
で
、

火
災
発
生
に
伴
う
熱
や
煙
を
感
知
し
て
ブ
ザ

ー
や
音
声
で
知
ら
せ
る
も
の
で
、
火
災
の
早

期
発
見
に
非
常
に
役
立
ち
ま
す
。�

　
電
源
は
、
電
池
式
と
家
庭
用
電
力
（
１
０

０
ボ
ル
ト
）
式
が
あ
り
ま
す
。�

����������

・
新
築
の
一
般
住
宅�

　
平
成
18
年
６
月
１
日
以
降
に
着
工
す
る
も
の�

・
既
存
の
一
般
住
宅�

　
平
成
23
年
６
月
１
日
か
ら
設
置
が
義
務
付

　
け
ら
れ
ま
す�

���

①
就
寝
の
用
に
供
す
る
居
室
＝
寝
室�

　
住
宅
の
設
計
図
に
描
か
れ
た
「
寝
室
」
だ

け
で
な
く
、「
子
供
部
屋
」
や
、
日
中
は
「
居

間
」
と
し
て
使
用
し
て
い
て
も
、
夜
間
に
就

寝
す
る
部
屋
は
含
ま
れ
ま
す
。�

住
宅
用
火
災
警
報
器
と
は
？�

い
つ
か
ら
設
置
が�

　
　
　
義
務
付
け
ら
れ
ま
す
か
？�

　
住
宅
（
共
同
住
宅
を
含
む
）
に
住
宅

用
火
災
警
報
器
の
設
置
が
法
令
に
よ
り

義
務
付
け
ら
れ
ま
し
た
。�

　
こ
れ
は
、
建
物
火
災
の
死
者
数
の
９

割
は
住
宅
火
災
、
そ
の
う
ち
７
割
が
「
逃

げ
遅
れ
」
に
よ
る
も
の
で
、
火
災
の
早

期
発
見
が
重
要
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
、

今
後
迎
え
る
高
齢
化
社
会
と
と
も
に
住

宅
火
災
に
よ
る
死
者
数
の
増
加
が
懸
念

さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
平
成
16

年
６
月
に
消
防
法
の
一
部
が
改
正
さ
れ
、

こ
れ
に
基
づ
き
北
秋
田
市
火
災
予
防
条

例
が
改
正
さ
れ
、
住
宅
用
火
災
警
報
器

の
設
置
が
義
務
付
け
ら
れ
た
も
の
で
す
。

　
法
律
で
は
、
全
て
の
住
宅
に
設
置
を

義
務
付
け
て
い
ま
す
の
で
、
新
築
の
住

宅
は
も
と
よ
り
、
今
現
在
建
っ
て
い
る

（
既
存
）
住
宅
に
も
設
置
す
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。�

　
ま
た
住
宅
で
あ
れ
ば
、
一
戸
建
て
の

住
宅
か
、
ア
パ
ー
ト
の
よ
う
な
共
同
住

宅
か
は
問
わ
ず
、
ま
た
事
業
を
行
う
所

に
併
設
さ
れ
た
住
宅
部
分
に
も
適
用
さ

れ
ま
す
。�

�

ど
こ
に
設
置
す
る
の
？�

�

壁掛け用（音声）

天井用（警報音）

あなたの家にも必要です�
住 宅 用 火 災 警 報 器 �
あなたの家にも必要です�
住 宅 用 火 災 警 報 器 �
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火災・救急・救助�

お問い合わせ
a62－1119
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川
を
活
か
し
・
川
に
活
か
さ
れ
る
地
域
を
考
え
る
シ
ン

ポ
ジ
ウ
ム
「
子
供
た
ち
の
心
と
体
を
培
う
川
に
つ
い
て

語
り
合
う
」
に
出
席�

平
成
18
年
第
３
回
北
秋
田
市
議
会
定
例
会�

（
議
案
説
明
、
大
綱
質
疑
）
　�

平
成
18
年
第
３
回
北
秋
田
市
議
会
定
例
会�

（
議
案
説
明
、
大
綱
質
疑
）
　�

平
成
18
年
第
３
回
北
秋
田
市
議
会
定
例
会�

（
一
般
質
問
初
日
）
　
　
　�

平
成
18
年
第
３
回
北
秋
田
市
議
会
定
例
会�

（
一
般
質
問
２
日
目
）
　�

平
成
18
年
第
３
回
北
秋
田
市
議
会
定
例
会�

（
一
般
質
問
３
日
目
）
　�

豪
雪
対
策
本
部
会
議
に
出
席�

　
し
か
し
、
来
客
が
一
時
的
に
就
寝
す
る
よ

う
な
「
客
間
」
は
除
き
ま
す
。�

②
寝
室
が
あ
る
階
の
階
段
の
踊
り
場
の
天
井

　
又
は
壁�

　
寝
室
が
避
難
階
（
＝
１
階
な
ど
、
直
接
地

上
に
出
ら
れ
る
階
。
）
の
場
合
を
除
き
ま
す
。

※
台
所
は
設
置
の
義
務
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
台
所
そ

　
の
他
（
居
間
等
）
火
災
の
発
生
の
お
そ
れ
が
大
き

　
い
と
こ
ろ
に
、
住
宅
用
火
災
警
報
器
等
の
設
置
に

　
努
め
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま
す
。�

　
取
り
付
け
タ
イ
プ
と
し
て
Ａ
Ｃ
１
０
０
Ｖ

と
乾
電
池
式
の
も
の
が
あ
り
ま
す
。�

　
既
存
住
宅
な
ど
へ
の
取
り
付
け
に
際
し
、

乾
電
池
式
タ
イ
プ
は
容
易
に
取
り
付
け
る
こ

と
が
可
能
で
す
。�

悪質業者に注意�悪質業者に注意�
　一般住宅には消火器の設置義務がないにも

かかわらず、悪質な訪問販売が発生していま

す。�

　設置義務のある住宅用火災警報器では、義

務のあることを理由にさらに悪質商法が多発

すると予想され、厳重な注意が必要です。�

●消防署の職員または消防団員が販売または

　販売を業者に委託することはありません。�

●販売員が「消防署の方から来ました」と言う

　言葉を使うときがありますが、これは消防

　署から来たのではなく消防署の方向から来

　たと言う意味です、間違わないでください。�

●消防署では一切、販売も斡旋もしません。�

住宅用火災警報器は日本消防検定協会の�

ＮＳマークが付いているものを選んでください

平成16年度消防白書

・住宅火災による死者数は、建物火災による死者数の�
　約９割を占めています�

住宅火災による死者数

1,041人（86.5％）

住宅以外の建物火災�
による死者数
163人（13.5％）

逃げ遅れ

712人（68.4％）

着衣着火

56人（5.4％）

・住宅火災による死者の�
　約７割が逃げ遅れです

出火後再侵入

25人（2.4％）

その他

248人（23.8％）


